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　虫歯や歯周病は早期発見・早期治療により治療期間や治療費用の削減が可能です。
　近年では、歯周病が糖尿病などの生活習慣病に関連していることが強く疑われており、口腔内だけでなく、体
全体にまで悪影響を及ぼしていると言われています。
　いつまでも健康な生活を送るためには、日々の生活の質［QOL（Quality Of Life）］を維持、向上させてい
く必要があります。爽やかで健康な歯と歯茎を保持するためにも、生活習慣病を予防するためにも、年に１度
は、歯科健診による口腔内の定期点検をお受け下さい。

１ 実施要項
　歯科健診は以下（❶～❸）のいずれかより選択して受診（申請）して下さい。 
● 京都府内の歯科医院（京都府歯科医師会に加盟の歯科医院）で受診を希望の方は❶をご覧ください。
　※上記医師会に加盟されている歯科医院は、京都府歯科医師会ホームページ内の「歯医者さんを探す」で検索できます。
● 京都府外の歯科医院又は京都府内で❶以外の歯科医院で受診を希望の方は❷をご覧ください。
● 市町村の助成を受けて歯科健診を受診された方は❸をご覧ください。
　※ ❶による受診は、当組合と京都府歯科医師会との間で歯科健診の契約を締結しているため、限度額を超えることなく、予

め定められた歯科健診を受診していただくことができます。

❶ ❷ ❸

項　　目 京都府内の歯科医院 左記以外の歯科医院 市町村による助成　

対 象 者 12歳以上の当組合被保険者 同左 市町村の助成を受けて
歯科健診を受診された
方で、歯科医院の窓口
で個人負担金をお支払
いになられた方

受診場所 京都府歯科医師会に加盟の歯科医院 ⑴ 京都府外の歯科医院（滋賀・大阪等）
⑵ 京都府歯科医師会に未加盟の医院

対象内容 歯・歯周組織・軟組織・顎関節等の
チェック、結果説明（指導） 健診内容は歯科医院により異なります

助 成 額 全額助成　4,320円 上限額　4,320円 上限額　2,000円

助成回数 年度内１名につき１回限り 同左 同左

実施期間 通年 同左 同左

申請期限 受診日より６カ月以内 同左 同左

申請書類
※1

① 歯科健診助成金申請書
② 領収書
③ 歯科健康診査票  （組合指定）

① 歯科健診助成金申請書
② 領収書（組合指定）
③ 歯科健診結果

① 歯科健診助成金申請書
② 領収書
③ 歯科健診結果

※1 歯科健診助成金申請書類は全て原本での提出が必要となります。

２ 歯科健診受診から申請までの流れ

歯科健診助成制度　ご案内の

①事前申請

　職別国保に電話で事前申請を行
い、書類を取り寄せます。

☎（075）801-0478

⑥入金
　支給が決定されまし
たら、申請日より約１
カ月以内に指定の振込
口座へ入金されます。

②書類到着
　歯科健診に関する書
類が届きますので、開
封して中身をご確認下
さい。

⑤助成金申請
　歯科健診助成金申請書に必要事項
を記入し、健診結果や領収書など指
定された添付書類を返信用封筒に同
封し職別国保まで郵送してください。

③歯科健診の予約
　歯科健診を受診するには
事前予約が必要になります
ので、ご希望の歯科医院に
直接お申込み下さい。

④歯科健診受診
　当日は必要書類に健診費用
を持参してご受診下さい。受
診後は必ず領収書と健診結果
を受領して下さい。
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